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１．賑わい広場整備の基本的な考え方➀

○ 羽田空港の国際化、 リニア中央新幹線の整備等を踏まえ、 「日本の成長を牽引する新たな国際交流拠点の形成」 に向けて官民協働でまちづくりを推進する。

○ 品川駅周辺の限られた空間を有効に活用するため、国道 15 号道路上空を活用し、歩車分離した安全・安心の道・駅・まちが一体となった世界に誇れる賑わい広場（デッキ） 等の
都市基盤を整備する。

○ 国道 15 号の上空の空間の活用にあたっては、

• 民間の活力による 「賑わい」 の創出

• 訪日外国人への国内情報の発信

• 道路構造の改良を考慮したバリアフリー化

• 隣接ビル群と連携した防災拠点の形成等

道路空間の立体的な活用 (立体道路制度 ) も考慮したまちづくりを関係者とともに推進する。

■基本的な考え方

■官民の分担

○ 賑わい広場と一体となり施設整備を行う者、再開発ビルと賑わい広場を直結させる者等は、道路空間を活用することによる受益をもって、主体的にまちづくりを先導し、整備に係る

費用等の負担を図る。

○ 国道 15 号の道路管理者は、 まちづくりの公益性と施設の公共性を鑑み、 まちづくりの具体化及び整備に協力する。

○ 道路管理者は、 まちづくりに関し、 必要となる道路構造等の改良及び管理等にあたっては、その必要性に鑑み、 適宜、 協力する。

○ 賑わい広場の管理運営にあたっては、 民間事業者の収益の還元をもって、 日常的な管理運営を維持する。

○ 賑わい広場の具体化及び整備にあたっては、 民間資金の導入による施設整備と運営の最適化、 民間事業のノウハウ、 コスト管理と収益のバランスを図りつつ、

事業の成立性を高められるスキームとして民間事業者が事業を提案する公募提案方式を採用する。

■現状課題

• 駅、 まちの連続性が低く、 鉄道、 バスの乗り場が分散

• バリアフリーとなっておらず、 移動の負担が大きい

• 駅前広場や歩行者の空間が不足しており、 国道１５号の交通の輻輳が散見

■ 整備後のイメージ

• 駅、 まちを直結させる賑わい広場 （デッキ） の整備により、 飛躍的な利便性の向上

• 国道上空に商業施設等を設けることで、 これまでにない賑わいを創出
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３．賑わい広場事業の進め方
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年度 2018 １年目 ２年目 ２年目～３年目 ４年目以降
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課題
・道路上空を利用し、課
題の解決に向けた方針
・道路上空利用の考え方

●募集要項の作成
●仕様書の作成
●選考基準の設定

●事業者の募集
●事業者選定審査委員会の運営
●優先交渉権者の選定

●事業実施内容の明確化
●事業スキーム等の調整
●提案事業の具体化に係る検討・設計
●関係機関との協議・調整
・警察
・消防
・建築 等

●提案内容の都市計画手続き
●建築基準法に係る手続き
●事業者と道路管理者との実施協定締結

●提案事業の工事実施
●施設管理/維持方策の具体化品
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※賑わい広場事業に係る時期、期間については、現時点における想定であり、
事業内容を関係者と協議・調整した結果により異なる場合がある

事業実施段階

・国道15号・品川駅西口の道路上空の利用に際し、上空の利活用方針・募集要項・仕様書等を公表。応募のあった事業者の中から優先交渉事業者を選定、国道上空利用計画に係る
協定を締結

・優先交渉事業者は提案事業の具体化に係る検討・設計を進めるとともに、関係機関との協議・調整を行い、提案内容の都市計画手続きを実施

・都市計画決定後、優先交渉事業者と道路管理者が実施協定を締結し、事業者は施設整備に着手

◆事業の手続きの流れ

＜選考基準の視点のイメージ＞

①事業者の資力、資格、信用

②課題解決方針

③課題解決に資する事業計画

④事業内容及び実施手順

⑤事業手法

⑥施設管理/維持方策

等を個別に審査し、的確性、妥当性を評価
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◆事業の検討事項

施設管理/維持
方策の具体化

・事業実施内容の明確化
・事業スキーム等の調整

・提案事業の具体化に係る検討・設計
・関係機関との協議・調整（警察、消防、建築等）

工事等の進捗管理


